
不当解雇裁判判決
9月27日(金)13:10から
名古屋地方裁判所1103法廷

8/ 5 宣伝行動
8:00～県庁前交差点
9/ 9 宣伝行動
18:00～伏見交差点
9/11 未払い賃金裁判
14:30～名地裁201
9/17 書記長労災認定裁判
15:00～名地裁201
9/27 第一交通をまともな

会社にする会総会
18:30～労働会館本館
10/7 宣伝行動
18:00～名古屋駅ミッドランド前

鯱第一交通では、70歳を超えても正規のドライバーとして働

き続けることがあたりまえなのに、組合員だけ65歳を迎えたと

たんに一斉に雇止めしされた裁判が証人尋問を迎えます。

数々の違法行為や不正を会社に正すよう求めてきた組合員

が会社から放り出されました。第一交通の無法を隠すための雇

止めなど断じて許されません。みなさんのご支援を。

と き 10月11日(金)13:20から17:00
ところ 名古屋地方裁判所1103法廷
集 合 12:50に名古屋地方裁判所前


